
平成２７年度から

下水道事業を地方公営企業に移行します

　市では、「地方公営企業」として水道事業や工業
用水道事業を経営しています。平成27年度からは、
下水道事業（農業集落排水、個別排水処理施設を含
む）についても、その健全経営を目指して地方公営
企業法の適用を受ける地方公営企業会計に移行する
よう準備を進めています。
　ここでは、地方公営企業や下水道事業の企業会計
への移行についてお知らせします。

●問い合わせ先　上下水道課　庶務料金班（合志庁舎）
　　　　　　　　☎248‒1159

●下水道事業を企業会計に移行すると何が変わるの？
項
目

予
算
区
分

官庁会計
（これまで）

移行

企業会計
（これから） 変更内容

歳入及び歳出を区分
現金の収入・支出の事実に基
づき、歳入と歳出の２つに区
分して整理・集計

損益取引による収支と
資本取引による収支を区分
管理運営に係る収支（損益取
引）と、施設の整備や建設な
どに係る収支（資本取引）に
区分して整理・集計

取引を原因と結果という２つ
の側面でとらえ、その原因と
結果も同時に記録
資産・負債・純資産の増減を
管理し、同時に一定期間内の
収益と費用を記録

現金の収支にかかわらず、資
産の移動、収益や費用の発生
した事実に基づいて記録

設備や車両等の資産（減価償
却資産）について、その使用
可能期間（耐用年数）にわた
り、その資産の価値の減少相
当額（減価償却費）を費用に
計上して管理

未収金や未払金の勘定科目を
活用して、事業期間の末日に
とらわれず、持続的な経済活
動（取り引き）ができる。

管理や営業に係る収支と建設に要す
る収支を明確に区分することで、経
営分析や料金の原価計算がしやすく
なります。

経
理
方
法

単式簿記
いわゆる家計簿
現金の出し入れという結果の
みをシンプルに記録

複式簿記 単式簿記では資産情報が欠けている
ため、正確なコストを把握できません
が、複式簿記では、資産の動きや損益
を把握することができ、企業としての
経営体質が明らかになります。

経
理
認
識

現金主義
現金収入があった時点、または
現金支出があった時点ごとに、
現金の動きに基づいて記録

発生主義 現金の収支とは関係なく、債権・債
務が発生した時点で費用や収益、あ
るいは未払金や未収金が記帳され、
事業期間の正確な業績が把握できま
す。

資
産
把
握

財産台帳による管理
現金以外の財産を、公有財
産、物品、債権、基金に分類
し、その性質に応じた適切な
管理が求められ、その各々が
別々の基準による財産台帳等
で管理

減価償却管理
財産台帳による管理では価額を把握
できない財産もありますが、減価償
却による管理では、統一的な基準に
基づいて資産を一覧でき、適正な資
産評価ができるようになります。

出
納
整
理
期
間（※

）

あり（翌年度5月31日まで）
より客観的で、外部への説明
が容易
また、現金残高の監視を徹底
しやすい。

なし
迅速に決算の分析を行ない、次の経
営戦略に生かすことができます。
また、民間その他の企業会計との比
較が可能になります。

※会計年度終了後も前年度の出納ができる期間
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出前講座を行なっています
もっと詳しく知りたい人は、地域やグループなどで出前講座を
お申し込みください。下水道のことや企業会計のことを学んで
みませんか。市職員がわかりやすく説明します。
申込書は市ホームページからダウンロードできます。
●出前講座の申し込み・問い合わせ先
　生涯学習課（ヴィーブル）　☎248‒5555
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